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【いじめの概要】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

【学校の対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめ問題解決の事例集 

小学校 遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりするいじめの例 
〜小学校第５学年男子〜 

男子児童Ａは、第５学年に進級後も、第４学年のときから仲のよかった友達と、仲よしグループ

として五人で行動をしていた。学級の中でも発言力のある男子児童Ｂが、そのグループのリーダー

格であり、Ａは比較的おとなしい児童であった。 

ある日、教室でＢがＡにわざとぶつかったように見えたことがあった。その後、ＢはＡに「ごめ

ん、ごめん。」と謝っていたこともあり、学級担任は、あまり気に留めることなく、声をかけるこ

ともしなかった。 

その後、数日経った昼休みに、Ａを含む五人が校庭でおにごっこをしていた。学級担任が教室か

らその様子を見ていた。おにになった児童は、必ずＡにタッチし、Ａが明らかに標的にされていた。

その様子がエスカレートし、タッチではなく、Ａを叩くようになっていた。昼休み終了のチャイム

が鳴り、教室に戻ってきたＡを呼び止め、話を聞くと、笑って「遊んでいただけです。」と話した。

他の四人の児童に聞いても、「Ａが言うように遊んでいただけです。」と笑って話した。 

後日、放課後に「公園でいじめられている子がいる。」という通報があり、確認をすると上記の

グループであり、いじめられていたのはＡであった。 

＜いじめへの直接対応＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜児童のケア＞     

            

 

＜保護者との連携＞   

 

＜教育委員会との連携＞ 

＜教員間の連携＞    

① Ａと個別に相談室にて面談を行う。Ａの気持ちに配慮し、時間を

かけて話を聞く。その中で、時系列で事実を確認する。そして、今

後、どのように進めていくかについて話し合う。 
② 加害者である四人の児童と個別に相談室にて面談を行う。事実を

確認するとともに、「なぜ、そのように行動したのか」、「そのように

行動してどう感じているのか」、「これからどのように行動したらよ

いか」について、それぞれ話し合う。 
③ Ａの保護者に連絡し、事実を伝えた上で、今後の方向性について

話し合う。 
④ 管理職同席で、関係した児童と保護者との話合いの場を設ける。

加害者側は、Ａとその保護者に謝罪し、今後の子供たちの様子を見

守ることとなる。 
① 週に一度、学級担任と個別に面談する時間を設定し、その後の様

子を確認するようにする。 

② スクールカウンセラーと面談を設定し、精神面でのケアをする。 

Ａの保護者と電話で連絡をとり、その後、面談で学校での様子を伝

えたり、家での様子を聞いたりする。 

本件について、生活指導連絡会において、教育委員会に報告する。 

毎週実施する生活指導関連の連絡会にて報告し、学校全体でＡの様

子を見ていくことをお願いする。 
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【本事例からの学び】  

 
事態が深刻化する前に聞き取る 

今回の事例では、「ＢがＡにわざとぶつかった」様子を学級担任は見ている。このときに、Ａに丁寧

な聞き取りを行っていれば、事態が深刻にならなかったであろう。また、この様子について学年で情報

を共有し、全教職員に連絡・相談をしていれば、専科の教員や校庭を巡回する教員からの情報が集まり、

早期に対応できたであろう。 

 

笑いに隠された「いじめ」を見抜く 

今回の事例では、Ａが四人の児童から叩かれるという、明らかにいじめの現場でありながら、被害者

も加害者も笑ってごまかしている。被害者は、自分がいじめられているという事実を認めたくないし、

心配させたくない思いが働き、ひどいことをされても軽微に見せようとすることがある。被害者が笑っ

ていたり、楽しんでいたりする様子であったりしても、表面的な判断のみに陥らず、行為そのもので判

断することが大切である。 

 

「いじめ」は、学校以外でも起こりうる 

今回の事例で、いじめが明らかにされたのは、地域住民からの通報であった。いじめは、学校だけで

起こるものではない。文部科学省のいじめの定義においても「起こった場所は学校の内外を問わない」

と記述されている。学区域の地区連絡会等に積極的に参加して、「地域の子供の様子で気になることが

あったら迷わず学校に連絡をください。」とお願いすることが大切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●早期発⾒・早期対応のポイント● 

 この事例を別の視点から見てみましょう。 

 

学級担任が、いじめられている男子児童Ａではなく、学級の中でも発言力のある男子児童Ｂの

様子に着目していたら、どうだったでしょうか。 

 

いじめる側の子供たちの行動傾向に注意を払うことも必要です。 

・ 遊んでいるときに、自己中心的な言動が目立つ。 

・ 仲間とひそひそと会話する姿が見られる。 

・ 教師と目を合わせない、または、目が合うと他の児童に目線を送って合図をする様子など

を見せる。 

・ 感情の起伏が激しく、急にはしゃいだり、怒ったりする様子が見られる。 

 

いじめが起こることを防ぐためには、教師は一人一人の児童の日頃の様子を観察し、どの児童

もいじめられる・いじめることがありうることを常に念頭に置いておくことが必要です。 
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中学校 部活動内の仲間による⾦銭が絡んだいじめの例 
〜中学校第１学年男子〜 

第１学年の男子生徒Ａは、同じ部活動の第３学年の男子生徒Ｂ、Ｃから、定期考査直前の部活動
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よると、Ｂ、Ｃが行っているということだった。 
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がもたれた。 
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＜保護者との連携＞   

 

 

 

＜教育委員会との連携＞ 

 

 

＜教員間の連携＞    

 

① Ｂ及びＣ、担任、学年主任、部活動の顧問の教員で話合いの機会

をもち、事実関係を確認して指導した。 
② ＡとＡの保護者と面談の機会をもち、Ａの学校での様子や部活動

での様子について伝え、Ａが安心して登校できるよう、今後も心配

なことがあったらすぐに学校に知らせてほしいと伝えた。 
③ Ｂの保護者、担任、学年主任の三者で面談の機会をもち、Ｂの学

校での様子や部活動での様子について伝え、Ｂの学校生活の話を聞

く時間を家庭でもったり、Ｂの金品の所持について注意を払ったり

するよう依頼した。 
④ ③と同様に、Ｃの保護者とも面談の機会をもった。 
① Ａについては、話合いをもった後は、安心して登校できるように

なり、部活動にも以前のように取り組めるようになった。 
② 部活動の全生徒に対して、朝練習の間の短時間を使って個別面談

月間を設け、先輩・後輩関係や部活動について話を聞く機会を

作った。 
① Ａの保護者にこまめに電話連絡をし、学校生活の様子について情

報を共有するように努めた。 
② 学校公開の際に生徒の様子を見に来てほしい旨を、学校便りで呼

びかけた。 
① 本件について、教育委員会に報告し、その後も定期的に経過を報

告した。 
② 当該学校担当の指導主事が学校訪問を行った。 
① 生活指導連絡会を実施し、経過を報告して情報を共有した。 

② 生活指導上の共通理解事項をまとめた指導共通マニュアルを作成

し、全教員が統一した指導ができるよう改善を図った。 
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ちがおごるから、一緒に食べよう。」と言われ、ピザをおごられた。後日、同じように誘われたと
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いしたくせに、言うことを聞けないのか。」と言われ、家から現金を調達してくるように命じられ

た。その後「家からお金を持ってくるのは無理だった。」とＢ、Ｃに伝えると、「このままで済むと

思うなよ。」と脅された。それ以降、Ａの鞄を勝手に開けて探った形跡が残っていたり、部活動で

使うＡの用具が体育倉庫裏に捨ててあったりすることが数回繰り返された。他の生徒の目撃証言に

よると、Ｂ、Ｃが行っているということだった。 

Ａは次第に登校を渋るようになり、保護者が部活動の顧問の教員に相談した。部活動の顧問の教
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② 部活動の全生徒に対して、朝練習の間の短時間を使って個別面談

月間を設け、先輩・後輩関係や部活動について話を聞く機会を

作った。 
① Ａの保護者にこまめに電話連絡をし、学校生活の様子について情

報を共有するように努めた。 
② 学校公開の際に生徒の様子を見に来てほしい旨を、学校便りで呼

びかけた。 
① 本件について、教育委員会に報告し、その後も定期的に経過を報

告した。 
② 当該学校担当の指導主事が学校訪問を行った。 
① 生活指導連絡会を実施し、経過を報告して情報を共有した。 

② 生活指導上の共通理解事項をまとめた指導共通マニュアルを作成

し、全教員が統一した指導ができるよう改善を図った。 
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校での様子や部活動での様子について伝え、Ｂの学校生活の話を聞

く時間を家庭でもったり、Ｂの金品の所持について注意を払ったり

するよう依頼した。 
④ ③と同様に、Ｃの保護者とも面談の機会をもった。 
① Ａについては、話合いをもった後は、安心して登校できるように

なり、部活動にも以前のように取り組めるようになった。 
② 部活動の全生徒に対して、朝練習の間の短時間を使って個別面談

月間を設け、先輩・後輩関係や部活動について話を聞く機会を

作った。 
① Ａの保護者にこまめに電話連絡をし、学校生活の様子について情

報を共有するように努めた。 
② 学校公開の際に生徒の様子を見に来てほしい旨を、学校便りで呼

びかけた。 
① 本件について、教育委員会に報告し、その後も定期的に経過を報

告した。 
② 当該学校担当の指導主事が学校訪問を行った。 
① 生活指導連絡会を実施し、経過を報告して情報を共有した。 

② 生活指導上の共通理解事項をまとめた指導共通マニュアルを作成

し、全教員が統一した指導ができるよう改善を図った。 
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【いじめの概要】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

【学校の対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高等学校 パソコンや携帯電話などで、誹謗中傷（悪口を言われるこ
と）や嫌なことをされるいじめの例 

〜高等学校第１学年⼥子〜 

第１学年の女子生徒Ａは同じクラスの女子と携帯電話のメールアドレスを交換していた。ある日

の放課後、Ａは、同じクラスの女子生徒Ｃと二人きりになったとき、Ａは有名アイドルグループの

Ｂのアドレスと偽り、Ａのもう一つのメールアドレスをＣに教えた。ＡはＢに成りすまし、Ｃとメ

ールを交わすようになった。そして、Ａは自分のブログにＣの個人的な内容を書き込むようになっ

た。ＡはブログにＣの悪口なども書き込んでいった。実は、Ａは部活動の先輩ＤとＣが仲良くして

いることに不満をもっていた。Ｃを孤立させて、先輩Ｄを何とかして自分の方に振り向かせようと

必死でもあった。 

Ａは次第に周囲から孤立していき、徐々に部活動にも気持ちが入らなくなっていった。そんなあ

る日、Ｃのクラスメイトである女子生徒Ｅが、「Ａのブログにあなたのことがたくさん書かれてい

るよ。（ＥがＣにブログを見せる。）これって本当？」と伝えてきた。驚いたＣはＥといっしょに担

任と部活動顧問の教員に相談をした。 

＜いじめへの直接対応＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜生徒のケア＞ 

 

＜学校内へのインターネット使用に伴うマナー指導＞ 

 

 

 

＜教員間の連携＞ 

① 担任と部活動顧問の教員は、ＥとＣから相談されたＡのブログの

書き込みをチェックした。 
② 担任は、Ｃから、ＡがＢに成りすましを始めた頃からのメールの

やり取りを確認した。 
③ 担任は、Ｃの了解を得た上で、書き込み内容をプリントアウトし、

学年主任、生活指導主任、部活動顧問の教員と関係者会議を開いた。

④ 関係者会議後、直ちに担任からＡにブログの書き込みを削除する

ように指導した。この際、ＣやＥからの相談を受けたことには触れ

ず、ネット上へ誰かが特定できるような書き込みをしてはいけない

と指導した。 
⑤ 書き込みの削除後に、あらためてＡから、ネットへの書き込みが

エスカレートしていった経緯を聞き取り、書かれた相手の立場にな

って物事を考えるように話を進めると同時に、Ａへのメンタル面で

の支援も視野に入れながら反省を促した。 
⑥ Ａ、Ｃの保護者に事実を報告するとともに、Ａに対しては担任が

事情を聞き取り、必要に応じて心理面での支援をするために、スク

ールカウンセラーとの面談の日程を調整することとした。また、Ｃ

の状況を見ながら、Ａからの謝罪の場を設定することとした。 
担任、スクールカウンセラーと連携をして定期的にカウンセリング

を実施し、Ａ、Ｃ共に心理面での支援を行った。 
 

 各学級や学年集会、部活動などを通じたネットマナーの指導や、学

年便りにネットマナーに関して啓発を図る内容を盛り込み、学校全体

でネットを使う際にマナーを守るよう促した。 

 担任、生活指導主任、スクールカウンセラーと連携し、関係者会議

を毎週１回実施して、情報を共有した。週１回実施の生活指導部会に

おいて情報共有を行った。 
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の状況を見ながら、Ａからの謝罪の場を設定することとした。 
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を実施し、Ａ、Ｃ共に心理面での支援を行った。 
 

 各学級や学年集会、部活動などを通じたネットマナーの指導や、学

年便りにネットマナーに関して啓発を図る内容を盛り込み、学校全体

でネットを使う際にマナーを守るよう促した。 

 担任、生活指導主任、スクールカウンセラーと連携し、関係者会議
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105

い
じ
め
問
題
解
決
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　「教
員
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

第３章



106 

 
 
 
【いじめの概要】 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

【学校の対応】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校 学級内で友達から仲間外れにされるいじめの例 
〜特別支援学校・高等部第２学年⼥子〜 

女子生徒Ａと女子生徒Ｂは同じ学級に所属している。新学期が始まった頃、Ａは、席の隣に座っ

ているＢに「Ｂさん、○○みたい」と言い、「おかしくない？」と学級の他の友達に同意を求めた。

この時からいじめは始まった。「Ｂはどうして○○なの？」と学級の他の友達に聞こえるように嫌

がる言葉で攻撃し排斥した。 

 

Ａは、Ｂの自分と異なる独特の話し方から、Ｂの側に寄らない、Ｂを無視しようと同じ学級の友

達に呼びかけた。学級の他の生徒も、自らの身を守るためＡの呼びかけを拒むことはできなかった。

Ｂはコミュニケーションの困難さから自分の嫌な思いをＡに告げることはできなかった。しだい

に、カーテンや机の下に隠れるようになり精神的に追い込まれる状態になっていった。Ａは睡眠障

害があり、遅れて登校することが多く、ＢはＡが学級にいない朝の時間帯は、学級の友達と会話を

するなどして過ごしていたが、Ａが登校したことが分かると不安な状態になった。教室を移動する

学習ではＡと同じ学習グループで学習活動に参加することができない状況になった。 

毎日の連絡帳で、Ａの学校での様子を保護者に伝え、学校で面談を行い、保護者と話合いをもつ

ことにした。学年でもＢの様子を朝の打ち合わせで報告し、Ａの指導に一貫して対応することを確

認した。 

＜いじめへの直接対応＞ 

 

 

 

 

 

 

＜生徒のケア＞ 

 

 

 

 

＜保護者との連携＞ 

 

 

 

 

 

＜教員間の連携＞ 

 

① 担任、学部主任、管理職の三者でＡから聞き取りを行った。Ｂの

ことを考え、今回の件とは別の切り口から指導を行った。 
② Ａはどの場面でも、今後、仲間外れにするようなことはしないこ

とを文章にして約束した。 
③ 担任は、学年会、学部会で、今後、同様の事態が生じた場合には、

学年の教員に連絡をし、その場で直接的対応はせず、学年教員又は、

担任が窓口となって対応に当たることを確認した。 
① 担任はＡとの対話を心がけるようにし、他人も自分のことと同じ

ように大切な存在であることを指導した。担任は、身を守るという

ことをＢ本人と約束した。 
② 担任は管理職に相談して、Ｂが困ったときは自ら養護教諭と相談

できる体制をとった。 
① Ａ、Ｂの保護者に対して、家庭での対応としては、これまででき

なかったことができるようになった場合は、担任、保護者ともに連

携して積極的に褒めるようにしていくことを確認した。 
② Ａの保護者に対しては、Ａが遅刻しないよう就寝時間を決め、規

則正しい生活をするように家庭と担任とで指導するように依頼

した。 
① 登下校の際を含めて学年の教員が輪番で指導に当たることを確認

し、Ａの状況把握を全教員で行うようにした。 
② 学部会や朝の打ち合わせでＡ、Ｂの状態、また、その対応法につ

いて全体で確認し、一貫した指導を行うことができるようにした。 
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【本事例からの学び】 

障害への理解と支援 

 生徒にとって学校生活は人との関わりを学ぶ重要な場である。生徒の行動や言動のつまずきの背景を

障害の特性、本人の行動の特徴から十分に理解する必要がある。本事例では、活動の見通しがもてない

不安、行動調整の難しさ、自己肯定感の低さなどが要因となって生じたものと考えられる。 

学習活動、生活上に困難さのある生徒の場合、 

① 行動を肯定的に受け止める一方、毅然とした対応を行うこと 

② 本人が得意とする認知処理を生かした指導の工夫を行い、活動への見通しをもてるようにする

こと 

③ ソーシャルスキルを身に付けていくこと 

④ 「できる、分かる」状況を設定し、学習活動を充実させ、自信をもって取り組むことのできる

経験を増やしていくこと 

などが重要である。このことは、所属する学級のどの生徒にとっても、好ましい人間関係を築くために

大切なことである。 

 

家庭、地域との連携 

登下校の際は、バス、鉄道を利用することとなる。利用に際しては、不特定の人と関わるため、不測

の事態が生じた場合には、特に、交通指導員、地域住民の協力を得て連携していくことは不可欠である。

また、地域でのサークル活動、祭り、催し物にも参加する機会が多くなる。学校運営連絡協議会や地域

連絡協議会で情報を共有すること、地域理解に努め学校側から地域行事に積極的に参加、協力していく

ことは、地域の学校運営への協力や理解を求める上で大切なことである。 

学校、保護者、地域が連絡を密に行っていくことは重要であるが、関わりが十分でないこともある。

問題が生じた場合に、学校に連絡してもらう体制を日頃から十分に行っていくことは問題への早期対応、

そして、未然防止の点からも重要な取組となる。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●早期発⾒・早期対応のポイント● 

いじめは、どんなに早期に発見しても、被害を受けている児童・生徒は既に心に傷を負ってい

る状態にあることがあります。また、児童・生徒の中には、障害の特性から自分の考えを伝える

ことが苦手であるなど、自分のいじめられている状況を相談できないことも考えられます。だか

らこそ、いじめが起こっていることを発見できずに、長期間、児童・生徒を苦しめることは避け

る必要があります。 

そのためには、日頃からいじめを発見できる取組を行っていくことが大切です。 

 

（いじめの発見につながった実践例） 

・ 悩みの調査や養護教諭からの生活調査での発見 

・ 校舎内外の巡視での発見 

・ 児童・生徒との個人面談 

・ 保護者との面談など家庭内の状況や変化を聞く機会 
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 生徒にとって学校生活は人との関わりを学ぶ重要な場である。生徒の行動や言動のつまずきの背景を

障害の特性、本人の行動の特徴から十分に理解する必要がある。本事例では、活動の見通しがもてない

不安、行動調整の難しさ、自己肯定感の低さなどが要因となって生じたものと考えられる。 

学習活動、生活上に困難さのある生徒の場合、 

① 行動を肯定的に受け止める一方、毅然とした対応を行うこと 

② 本人が得意とする認知処理を生かした指導の工夫を行い、活動への見通しをもてるようにする

こと 

③ ソーシャルスキルを身に付けていくこと 

④ 「できる、分かる」状況を設定し、学習活動を充実させ、自信をもって取り組むことのできる

経験を増やしていくこと 

などが重要である。このことは、所属する学級のどの生徒にとっても、好ましい人間関係を築くために

大切なことである。 

 

家庭、地域との連携 

登下校の際は、バス、鉄道を利用することとなる。利用に際しては、不特定の人と関わるため、不測

の事態が生じた場合には、特に、交通指導員、地域住民の協力を得て連携していくことは不可欠である。

また、地域でのサークル活動、祭り、催し物にも参加する機会が多くなる。学校運営連絡協議会や地域

連絡協議会で情報を共有すること、地域理解に努め学校側から地域行事に積極的に参加、協力していく

ことは、地域の学校運営への協力や理解を求める上で大切なことである。 

学校、保護者、地域が連絡を密に行っていくことは重要であるが、関わりが十分でないこともある。

問題が生じた場合に、学校に連絡してもらう体制を日頃から十分に行っていくことは問題への早期対応、

そして、未然防止の点からも重要な取組となる。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●早期発⾒・早期対応のポイント● 

いじめは、どんなに早期に発見しても、被害を受けている児童・生徒は既に心に傷を負ってい

る状態にあることがあります。また、児童・生徒の中には、障害の特性から自分の考えを伝える

ことが苦手であるなど、自分のいじめられている状況を相談できないことも考えられます。だか

らこそ、いじめが起こっていることを発見できずに、長期間、児童・生徒を苦しめることは避け

る必要があります。 

そのためには、日頃からいじめを発見できる取組を行っていくことが大切です。 

 

（いじめの発見につながった実践例） 

・ 悩みの調査や養護教諭からの生活調査での発見 

・ 校舎内外の巡視での発見 

・ 児童・生徒との個人面談 

・ 保護者との面談など家庭内の状況や変化を聞く機会 

107

い
じ
め
問
題
解
決
の
た
め
の

　
　
　
　
　
　
　「教
員
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
」

第３章



108 

 

 

 

いじめ問題の対応において、学校は、保護者及び地域の関係者とともに一体となって真剣に取り組

むことが必要です。また、いじめ問題の解決に向けて関係者の全てがそれぞれの立場からその責務を

果たすための努力が求められています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護者・地域との連携について 

参考：文部科学省「学校におけるいじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント」平成 18 年 10 月 

参考：国立教育政策研究所「生徒指導の役割連携の推進に向けて－『生徒指導主担当者』に求められる具体的な行動(小学校編)－」

平成 23 年３月

以下は、小学校の事例ですが、中学校、高等学校、特別支援学校にも取組の参考になります。 

Ａ小学校の生活指導主任は、地域における児童の様子を把握するため、学区内の子供会に対す 

るアンケート等を通して情報を集めることとした。 

＜取組＞ 

(1) 年２回、学区内の子供会に対し、アンケートを実施する。 

（地域の行事・活動等、公共施設の利用、自転車の乗り方、挨拶・言葉遣い等の様子について） 

(2) アンケート結果から、地域における児童の様子を把握するとともに課題を明確にする。 

(3) アンケートの結果は、学校だより等で保護者にも知らせて、家庭での指導をお願いする。 

＜効果＞ 

(1) 学校では見られない地域での児童の様子を知ることができ、児童を称賛したり注意を呼びかけた

りする機会が増えた。 

(2) 学校・家庭・地域が一体となって児童の健全な育成に努めるという協力体制がより強くなった。

取組事例 

(1) 学級担任等が保護者等から得た生の声を収集する。 

・「情報収集シート」等を作成し効果を上げているケースもある。 

(2) 校区内巡回等において、地域の方々とできるだけ接触をする。 

(3) 校区内の保育所・幼稚園や近隣の小学校及び中学校と、定期的に情報交換をする。 

(4) 地域や関係機関等とも情報交換する。 

・学校評議員、町内会役員、保護司、民生委員・児童委員、地域スポーツ少年団等の指導者、 

警察署(生活安全課、補導委員)、児童相談所、役所の保育児童課等、及びＰＴＡと信頼関係 

を築く。 

(5) メールなどのツールの活用 

学校外の情報の収集 

○ いじめの問題については、学校のみで解決することに固執してはならないこと。学校においていじ

めを把握した場合には、速やかに保護者及び教育委員会に報告し、適切な連携を図ること。保護者等

からの訴えを受けた場合には、まず謙虚に耳を傾け、その上で、関係者全員で取り組む姿勢が重要で

あること。 

○ 学校におけるいじめへの対処方針、指導計画等の情報については、日頃より、積極的に公表し、保

護者等の理解や協力を求めるとともに、各家庭でのいじめに関する取組のための具体的な資料として

役立ててもらえるような工夫が必要であること。 

○ いじめ等に関して学校に寄せられる情報に対し、誠意をもって対応すること。また、いじめの問題

に関し学校と保護者や地域の代表者との意見交換の機会を設ける、特にＰＴＡと学校との実質的な連

絡協議の場を確保するなどにより、家庭・地域社会との連携を積極的に図る必要があること。 

○ 実際にいじめが生じた際には、個人情報の取扱いに留意しつつ、正確な情報提供を行うことにより、

保護者や地域住民の信頼を確保することが重要であり、事実を隠蔽するような対応は許されないこと。

連携のための留意点 
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